
❶省エネ診断

❷省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金
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・経理帳簿等の保管（５年間）

※事業者の行動や行為によっては、要領に従い
　交付の決定を取り消すことがあります。

・補助事業による財産の管理
　（耐用年数期間）

３０日
以内

３０日
以内

３０日
以内

３０日
以内

交付決定後に工事発注
11/29
締切

１/３１
締切

６/３０
令和８年

まで

…事業者対応部分

連続１年分のデータが必要です。


